
お客様
(メーカー様)

国際配送業者
（クーリエ）

弊社
(桜ジャパン
プロダクツ㈱)

日本税関

(3)お客様から国際配送業者
へ商品ご送付

(1)お客様と弊社で
売買契約成立

(2)弊社からお客様へ
商品代金を支払い

(4)輸出申告書を
税関へ提出

(5)輸出許可書を
運送業者へ送付

運送業者(空輸・海運)

アメリカ税関

(6)商品をアメリカへ
空輸または運輸

国際配送業者
（クーリエ）

(7)輸入申告書を
税関へ提出

弊社
(桜ジャパン
プロダクツ㈱)
倉庫(アメリカ)

国際配送業者
（クーリエ）

(8)輸入許可書を
国際配送業者

へ送付

(8)弊社倉庫
(アメリカ)へ
商品を送付

(9)アメリカAmazonへ商品を出品
(以下は必要に応じて)
(a)アメリカAmazon商品ページ(英語)作成
(b)アメリカAmazon上の広告設定
(c)米国商標登録出願

(10)アメリカAmazon倉庫へ商品を送付

アメリカAmazon
倉庫

商品
購入者様

(11)アメリカ
Amazon
倉庫から購入者
様へ商品を送付
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